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提  案  理  由 

 

報告第８号 令和３年度株式会社おおや振興公社の経営状況について 

 

報告第９号 令和３年度やぶパートナーズ株式会社の経営状況について 

 

  理  由 上記２件は、養父市が資本等の２分の１以上を出資している株

式会社等の経営状況について、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第243条の３第２項の規定により、報告するものである。 

 

議案第56号 養父市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由 本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令

和４年法律第35号）が令和４年５月２日に公布されたことに伴

い、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和４年10月１日からである。 

【改正内容】 

１ 非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件

の緩和 

現行制度では、非常勤職員の育児休業の取得要件は、その非

常勤職員の任期が、子の１歳６か月到達日までに満了しないこ

とが要件であったが、今回、この要件を緩和し、子の出生後８

週間以内の育児休業については、子の出生の日から８週間（57

日間）の末日から６月を経過する日までに、当該非常勤職員の

任期が満了することが決まっていなければ、育児休業を取得す

ることができるように規定を整備するもの 

２ 非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 

非常勤職員の育児休業の対象期間は、子の１歳到達日までで

あるが、夫婦交替での取得や、こども園等の利用ができない場

合など特別な事情がある場合には、１歳６か月又は２歳到達日

まで、柔軟な取得を可能とするための規定を整備するもの 

 

議案第57号 養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定

について 
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  理  由 本件は、平成25年度、平成29年度及び令和３年度において、市

営住宅の一室を若者向け住宅として改修し若者の移住定住の促

進を図っているところである。 

現行の入居要件では夫婦の年齢の合計が70歳以下としている

が、近年の晩婚化による結婚年齢の上昇等により、要件を満たさ

ず空室が増えていることから、社会情勢に見合った若者向け住宅

の入居要件とするため、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和４年10月１日からである。 

【改正内容】 

入所要件を、夫婦の満年齢がそれぞれ39歳以下であるものとす

るもの。 

 

議案第58号 養父市下水道条例及び養父市農業集落排水処理施設、小規模集合

排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及び管理条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、下水道事業効率化計画（統廃合計画）の策定に基づい

た、下水道処理区域の統廃合に伴い、統合工事が完了し供用を開

始したものについて、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

【統廃合の内容】 

奥米地浄化センターの廃止 → 米地浄化センターへ統合 

 

議案第59号 市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その３）・水道管添架工事

請負契約の変更について 

 

  理  由 本件は、市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その３）・水道

管添架工事に係る請負契約を変更したいので、養父市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16

年養父市条例第57号）第２条の規定により、議決を求めるもので

ある。 

契約金額を124,300,000円から161,068,600円に36,768,600円

増額するもので、変更の理由は、網状鉄筋挿入工基礎工の変更、

軽量盛土工を追加するほか、盛土量の変更、交通誘導員の変更な

どである。 

 

議案第60号 令和４年度養父市一般会計補正予算（第３号） 

 

議案第61号 令和４年度養父市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第62号 令和４年度養父市介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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  理  由  上記３件は、当面必要とする経費の補正を行うものである。 

 

同意第８号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第９号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第10号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第11号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第12号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第13号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第14号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第15号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第16号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第17号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第18号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第19号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

同意第20号 養父市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついて 

 

  理  由 上記13件は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88
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号）第８条第１項の規定により、養父市農業委員会委員の任命に

ついて、議会の同意を求めるものである。 

 

報告第10号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について 

 

  理  由 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19

年法律第94号）第３条第１項及び第22条第１項の規定により、令

和３年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、

監査委員の意見を付けて議会に報告するものである。 

 

認定第１号 令和３年度養父市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

認定第２号 令和３年度養父市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

認定第３号 令和３年度養父市養父歯科診療所特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

認定第４号 令和３年度養父市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

認定第５号 令和３年度養父市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

  理  由 上記５件は、各会計における令和３年度決算について、地方自

治法第233条第３項の規定により、認定に付すものである。 

 

認定第６号 令和３年度養父市水道事業会計決算認定について 

 

認定第７号 令和３年度養父市下水道事業会計決算認定について 

 

  理  由 上記２件は、各会計における令和３年度決算について、地方公

営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、

認定に付すものである。 

 

 

 

 


